
令和４年９月８日  

子ども会育成会長 様 

市川市子ども会育成会連絡協議会  

会   長    亀山 達次   

 

市子育連所有の備品貸出について 
 

立秋の候、お変わりなくお過ごしでしょうか。 

今年度の総会において管理部の廃止が決定され、それに伴い「備品の譲渡」を行ったところでは

ございますが、一部、市子育連で管理を継続している備品があります。 

以下の備品につきましては、別添の「市川市子ども会育成会連絡協議会 貸出備品 申請書」を

提出いただければ、貸し出すことができますので、ご利用ください。 

 

記 

 

１ 貸出対象備品 

⑴ 折り畳みテント（大）２張り 

⑵ 折り畳みテント（中）１張り 

⑶ 室内用綱引きロープ（３本） 

⑷ ビブス大人用（５０枚） 

⑸ ビブス子ども用（１００枚） 

 

２ 提出書類 

  市川市子ども会育成会連絡協議会 貸出備品 申請書 

 

３ 利用方法 

 ⑴ 「市川市子ども会育成会連絡協議会貸し出し備品申請書」を青少年育成課へ提出。 

   （※持参・郵送・ＦＡＸどの方法でも構いません。） 

 ⑵ 後日、貸出担当から連絡がありますので、受取日時・受取場所・返却日時について相談。 

 ⑶ 青少年育成課より「市川市子ども会育成会連絡協議会貸し出し備品利用券」を受け取る。 

  ・ 利用券の受取り方法は、青少年育成課での受け取りかＦＡＸを選択。 

  ・ 利用券の「青少年育成課受付」欄に受付印が押印してあることを確認してください。 

   ※ 当日、市子育連の貸出担当に「利用券」を渡して下さい。 

 

４ 提出先  市川市教育委員会 生涯学習部 青少年育成課 担当窓口  

       〒272-0023 市川市南八幡２－２０－２ 第２庁舎 ４階 

       ＴＥＬ ３８３－９４１９  ＦＡＸ ３８３－９４０５ 

 

 



貸出数

1 張 青少年育成課受付

2 張

3 本

4 枚

5 枚

貸出数

1 張 青少年育成課受付

2 張

3 本

4 枚

5 枚

※１　この利用券を貸出日に、「貸出担当者」へ渡してください。

※２　上記の１・２・３の貸出備品については、使用後必ず「清掃確認」の上で返却して

　　　ください。

※３   上記の４・５の貸出備品については、使用後必ず「洗濯」をし、枚数確認の上で返

　　　却してください。

市川市子ども会育成会連絡協議会　貸出備品　申請書

申請年月日      　                 令和       　年　　　　月　　　　日（　　　　）

子ども会名 子ども会

責任者

電話番号

・ＦＡＸ番号
　TEL　　　（　　　　）　　　　　／ FAX　　　　（　　　　）

利用日    　令和　　　年　　　　月　　　　日（　　　）

貸出期間   令和　　  年　　月　　日（　　）　～   令和    　　年　　月　　日（　　）まで

利用券受取希望 　　　　青少年育成課で直接受け取り　　　・　　　FAX

貸出備品

折り畳みテント（大）２張り

折り畳みテント（中）１張り

室内用綱引きロープ（３本）

ビブス大人用（５０枚）

ビブス子ども用（１００枚）

きりとり

市川市子ども会育成会連絡協議会　貸出備品　利用券

　　子ども会　　様　　　

貸出備品

折り畳みテント（大）２張り

折り畳みテント（中）１張り

室内用綱引きロープ（３本）

ビブス大人用（５０枚）

ビブス子ども用（１００枚）
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